
ナスバ の
自動車事故被害者援護業務

ご存知ですか？
独立行政法人自動車事故対策機構（NASVA ナスバ）では、自動車事故

の被害にあわれた方々を支援するため、以下の援護業務に取り組んでいます。
皆様にも、是非これらの取り組みについて知っていただき、支援を必要と

されている方に、ご案内をいただけましたら幸いです。

ナスバのサービスの概要と最寄の支所等
の連絡先をご案内します。
さらに交通事故に関する他の相談窓口も

ご紹介しています。

自動車事故により脳を損傷し重度意識障害
が継続する状態にある方に高度の治療・看
護を行う専門の療護施設(病院)を、全国7
カ所で運営しています。

NASVA交通事故被害者
ホットライン

脳損傷の高度治療を行う
NASVA療護施設

交通遺児等育成資金の
無利子貸付と友の会

介護料の支給と訪問支援

❋ ご興味をもたれましたら、ホームページをご参照のほか、裏面の各支所にお気軽にお問い合わせください。

ナスバはあなたに寄り添い、ずっとあなたを支えます。

自動車事故により脳や脊髄などに重度の後
遺障害を負われ、自宅介護を必要とされて
いる方に、介護料を支給し、訪問してサ
ポートしています。

交通事故で保護者を亡くされた児童に
育成資金を無利子で貸付し、家族も一緒
に参加・交流できる「友の会」を運営し
ています。
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独立行政法人 自動車事故対策機構
National Agency for Automotive Safety & Victims' Aid
ホームページ http://www.nasva.go. jp/ index.html



独立行政法人 自動車事故対策機構(ＮＡＳＶＡ：ナスバ）の介護料
受給資格認定フロー

NASVA（ナスバ） 介護料支給のご案内

独立行政法人 自動車事故対策機構

〒130-0013 墨田区錦糸3-2-1 アルカイースト19Ｆ
TEL 03-5608-7560
【 ホームページ 】 http://www.nasva.go.jp/index.html

●支給額

その月の介護に要した費用として自己負担した額に応じ、
受給資格の種別ごとに次の範囲内で支給します。

下限額に満たない場合には一律下限額を支給します。

受給資格種別 支給額（月額）

特Ⅰ種 (下限額) 68,440円～(上限額) 136,880円

Ⅰ種 (下限額) 58,570円～(上限額) 108,000円

Ⅱ種 (下限額) 29,290円～(上限額)  54,000円

●支給制限

①次のような方は支給対象者となりません。
・NASVA（ナスバ）療護センター等へ入院している方。
・他の法令に基づく施設に入所している方。
・介護保険法、労災保険法など他の法令に基づく介護料

相当の 給付を受けている方 等。

②次のような方は支給が停止されます。（所得制限）
・主たる生計維持者の合計所得金額が年間1,000万を
超えている方。

※ この他詳しい手続きやその他の支給できない条件等は、

最寄りの支所までお問い合わせください。

支 所 の 連 絡 先
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